
 20200214 知床五湖の利用のあり方協議会（第41回）

利用適正化計画の改定について

１．第40回あり方協議会（2019年9月）での決定事項
 ・春期の「植生保護期」は据え置き。秋期の「自由利用期」を「植生保護期」に変更する。

 ・2020年度からの運用開始とする。

 ・利用適正化計画については、おおむね５年ごとに見直しを検討する。

２．今後のスケジュール
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